
フィルタリングの普及状況

携帯電話のフィルタリングの認知状況

よく知っている 12.6％

聞いたこと
はある
53.3％

知らない 34.1％

18歳未満の子どもが使用する携帯電話におけるフィル
タリング利用状況（18歳未満の子どもがいる者への調査）

利用している 4.2％

子どもが携帯
電話を使用し
ているが、フィ
ルタリングサー
ビスは利用して
いない 20.8％

子どもに携帯電
話を持たせてい
ないなど、子ども
が携帯電話から
インターネットに
接続できる環境
にない 73.8％

その他 1.2％

※ 総務省「平成18年度電気通信サービスモニターに対する第２回アンケート調査結果」（19年1月時点の調査）

【平成18年度における携帯電話についてのフィルタリングの認知・利用状況】

【出会い系サイト規制法施行後の取組み（例）】

「インターネット上における違法・有害情報対策について（平成17年６月）」
・・・関係省庁が連携して違法・有害情報対策を取りまとめ。フィルタリングソフトの普及等を対策の柱の一つとする。

「都道府県警察、都道府県知事、教育委員会等への要請（平成19年２月）」
・・・警察庁、総務省及び文部科学省が合同で、学校関係者や保護者を始めとする住民に対し、
携帯電話のフィルタリングの周知活動に取り組むよう、関係機関に要請。

普及活動により認知状況は向上しつつあるものの、実際の児童の利用はいまだ低い水準。普及活動により認知状況は向上しつつあるものの、実際の児童の利用はいまだ低い水準。

警 察 庁

（20歳以上の男女への調査）

政府～

「フィルタリングの普及啓発アクションプラン（平成18年３月）」
・・・ＩＳＰ、携帯電話・ＰＨＳ事業者、パソコンメーカー、フィルタリングソフトメーカーが連携して、フィルタリングの普及啓発策を
取りまとめ。19年３月におけるフィルタリングの認知率を70％に高めることにより、フィルタリング製品の利用率を高めることを
目標とする。19年６月には、同アクションプランを改訂し、フィルタリングの一層の利用拡大を図ることを目標とした。

業界～


